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Ⅰ世界や日本が直面する問題は何か

②



世界が直面している問題の例

① IS（イスラーム国家）の出現、国際テロの頻発と脅威、難民問題

② 民族的、宗教的対立の引き起こす、世界各地での地域紛争

③ グローバル経済の下、世界的な経済停滞と見通しの不透明さ

④ 地球温暖化とこれまでにない気候変動

⑤ 世界的なエネルギー資源や食糧の不足

⑥ 感染症の発生と伝播

⑦ インターネットの普及とそのメリット、デメリット

③



日本が直面している問題の例

① 少子化の急速な進行、働き手の不足

② 高齢者の急激な増加、社会保障費の拡大

③ 経済停滞、膨大な財政赤字

④ 地方の衰退

⑤ 経済格差の出現と子どもの貧困問題

⑥ 相次ぐ巨大な自然災害の発生

⑦ 近隣国との領土問題や不穏な国家の存在

④



Ⅱ こうした未来を誰が担うのか

－日本での女性の活躍への期待－

⑤
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2016年5月18日読売新聞(朝刊)
⑥-2

著作権保護コンテンツのため
非表示とさせていただきます
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女性を支援する立法など

男女雇用機会均等法（1985公布，1997年改正）

雇用の男女均等機会、待遇の確保、女性の就業の妊娠中・出産後の健康確保

育児休業法（1991年公布、1995年改正）

男女共同参画社会基本法（1999年）

男女共同参画社会の基本理念を定め、形成のために総合的・計画的に促進

次世代育成支援対策推進法（2003年）

基本理念を定め、対策を推進。 「くるみん」マーク、出産・育児休暇、短時間勤務

２０２０３０（2003年）

指導的地位の女性割合を2020年までに30％に（男女共同参画推進本部決定）

女性活躍推進法（2015年8月成立，2016年4月施行）

社会生活と家庭生活の両立、女性が活躍できる社会環境の整備などを推進
企業等に行動計画の策定義務付け
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Ⅲ人はどのように生き、どう仕事すべきか
―若者へのメッセージ―
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ボスポラス海峡
（トルコ・イスタンブール）

⑪



スルタンアフメット広場
（トルコ・イスタンブール）

⑫



エルトゥールル号銅像
（和歌山県串本町）
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Ⅲ人はどのように生き、どう仕事すべきか
―若者へのメッセージ―

①仕事には、常に全力投球を。

②失敗を恐れず、挑戦する精神。

③社会のためにとの使命感を根底に。

⑭



・人の生命を守ることが一番大事なことで、そのことに
従来の仕組みやルールがそぐわないならルールや
仕組みを変えればよい。

・(私が)守り続けた点は、人間を大事にするという価値
です。そのためにあらゆる工夫をして,力を合わせて
きたのです。「人の命を大切にすること」、生きてい
さえすれば、彼らには次のチャンスが生まれるので
すから。

「緒方貞子 回顧録」より

緒方貞子さんの言葉
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Ⅳ未来のリーダーたるべき若者たちへ
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All of us face hard choices in our lives. Some face more 
than their share. We have to decide how to balance the 
demands of work and family.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Life is about making such choices. Our choices and how 
we handle them shape the people we choices.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
In making these decisions, I listened to both my heart 
and my head. Along the way, ・・ to learn, to adapt, and 
to pray for the wisdom to make better choices in the 
future.

From
“ HARD  CHOICES ” 

By Hillary  Rodham  Clinton  
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Ⅴ 若者よ、自らとこの国に自信をもち、
世界へはばたけ

学び続け、自己を高め、他者を思いやる

誠実な仕事や奉仕を通じて、社会の役に立つ

日本文化と日本人に誇りをもち、他文化を尊重する

⑱


	未来を担う若き友人たちへ
	Ⅰ 世界や日本が直面する問題は何か
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19

